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現状の水源の監視、リスク把握及び連携に関する実態調査について

1 組織に関する基本情報

1-1 利根川・荒川水系の水道事業者に関する協議会

1) 利根川・荒川水系水道事業者連絡協議会

昭和 45 年 1 月 2 日に利根川水系において、いわゆる玉ねぎ腐敗臭事故が発生し、東京、埼

玉、千葉の各都県に大きな影響を及ぼした。こうした広域的な水質事故に対する情報連絡体

制及び水質監視体制等を確立し、利根川水系の水質保全に資することを目的として、一都五

県の 24 水道事業体によって、同年 1 月 16 日に「利根川水系水道事業者連絡協議会」が発足

した。

その後、荒川水系浦山ダムの完成を契機として、平成 8 年度に協議会の名称を「利根川・

荒川水系水道事業者連絡協議会」に変更した。

協議会は現在、利根川・荒川の両水系を主な水源とする 43 の水道事業体（表-1）で構成さ

れている。

表-1 加入団体一覧
都県名 No 団体名 都県名 No 団体名

茨城県 1 茨城県企業局 ○ 23 みどり市水道局

2 古河市上下水道部 埼玉県 24 埼玉県企業局 ○

3 潮来市水道課 25 川口市水道局

4 稲敷市水道局 26 飯能市上下水道部

5 五霞町上下水道課 27 狭山市上下水道部

栃木県 6 栃木県企業局 28 入間市水道部

7 宇都宮市上下水道局 ○ 29 小川町水道課

8 足利市上下水道部 30 寄居町上下水道課

9 佐野市水道局 31 皆野・長瀞上下水道組合

10 日光市上下水道課 千葉県 32 千葉県水道局 ○

11 小山市建設水道部 33 銚子市水道課

12 野木町上下水道課 34 野田市水道部

群馬県 13 群馬県企業局 ○ 35 香取市上下水道部

14 前橋市水道局 36 神崎町まちづくり課

15 高崎市水道局 37 北千葉広域水道企業団

16 桐生市水道局
38 印旛郡市広域市町村圏事務

組合

17 太田市上下水道局 39 九十九里地域水道企業団

18 沼田市建設部上下水道課 40 南房総広域水道企業団

19 渋川市水道部 41 長門川水道企業団

20 藤岡市上下水道部 42 東総広域水道企業団

21 富岡市ガス水道局 東京都 43 東京都水道局 ◎

22 安中市上下水道部

資料３
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主な活動内容は以下のとおりである。

・ 国等への要望

・ 水質保全についてのお願い

・ 緊急連絡体制の整備

・ 水道技術相談

・ 情報誌の発行

・ 講演会の開催

・ 技術担当連絡会の開催

・ 技術研修の実施

・ 技術交流会

2) 関東地方水質汚濁対策連絡協議会（国土交通省関東地方整備局）

利根川、荒川、多摩川、鶴見川、相模川、那珂川、久慈川、富士川水系等の公共用水域に

係わる水質の実態把握、汚濁の過程の究明、防止・軽減対策の樹立を行うとともに、水質全

般について関係機関の連絡調整を図ることを目的として設置されている。

国土交通省関東地方整備局、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川

県、山梨県、川崎市、横浜市、千葉市、さいたま市、相模原市および独立行政法人水資源機

構の関係機関で構成されている。

協議会の実施する事業は以下のとおり。

・ 水質の調査および解析

・ 汚濁対策の調査および研究

・ 緊急時情報連絡体制の整備

・ 資料、情報等の交換及び連絡

・ 研究会、講習会等の開催

・ その他水質汚濁防止対策の推進に必要な事項

1-2 全国の流域協議会等（別添）

現在、水道事業体では、他の水道事業体や関係行政機関などと水質情報の連絡や水源の水

質保全等に関する活動を行っており、その数は以下のとおり（平成 14 年 4 月現在）。

・ 水道事業体による協議会等 15（203 事業体）

・ 水道事業体と河川管理者、衛生、環境等公的機関との協議会等 53（145 事業体）

・ 水道事業体、公的機関と工場・事業場を加えた協議会等 9（24 事業体）

・ 水道事業体と市民団体その他の協議会等 5（24 事業体）

代表的な協議会については別添のとおり。
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2 水源のリスク把握状況調査の方針

2-1 水源のリスク把握に関する現状

平成 16 年、WHO は水源から給水栓に至る全ての段階で危害評価と危害管理を行い、安全

な水の供給を確実にする「水安全計画」（WSP）策定を提唱した。これを受け、厚生労働省は

水道事業者等に対し、平成 20 年に「水安全計画策定ガイドライン」を策定し水道事業者等に

周知した。水安全計画の策定においては、水源に存在する危害原因事象を的確に把握し、こ

れに応じた必要な対応をとることが期待されている。

水道原水における水質異常を検知する上では、健康影響を及ぼす化学物質や浄水処理で問

題となる化学物質について、水源河川流域における使用状況を把握する必要がある。そのた

めの方策の一つとして、PRTR 法（化学物質排出把握管理促進法）による届出情報を活用す

るなどして、問題となる化学物質を把握し、物質の特性や水道への影響等に従って分類整理

することが有効である。また、同一の水源を共有する流域の水道事業者で共同して実施する

ことも効果的である。

1) 利根川・荒川水系の水道事業者における取組

水源河川流域における危害原因事象に関する情報は、活用しやすい形式に整理しておくこ

とが重要であり、その方法として各種情報の地図上にプロットすることが考えられる。一般

的な地図情報に加えて、河川構造物や特定事業者などの情報、水位流量観測所や関連する行

政部局の所在地などを書き込んだものであり、東京都水道局が作成した水源流域環境図は 2

万分の 1 及び 4 万分の 1 の地図（図-1）の上に各種の情報が掲載されている。

〔出典 日本水道協会：突発水質汚染の監視対策指針 2002〕

図-1 水源流域環境図の例（東京都水道局）
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2) その他の流域協議会等における取組

(1) 汚染源情報の整理・活用

・ 個別の特定事業場や産業廃棄物処理施設について、予想される排出汚染物質や所在地な

どを記載した個表を作成する場合もある（表-2）。また、これらの情報をコンピュータ

で管理する GIS（地理情報システム：Geographic Information Systems）として構築し

ている例もある（図-2）。

表-2 特定事業場や産業廃棄物処理施設の個表の例（広島市水道局）

〔出典 日本水道協会：水道維持管理指針 2006〕

〔出典 日本水道協会：水道維持管理指針 2006〕

図-2 地理情報システムによる流域環境マップの例（淀川水質協議会）
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(2) 水質予測シミュレーション

・ 上流で水質汚染事故が発生した場合の下流への影響については、シミュレーションモデ

ルを活用することで、汚染物質の到達時刻や汚染の継続時間を把握することができ、円

滑な対応を図る上で参考になる。

・ 汚染物質流下予測シミュレーションの構造を図-3に示す。このシステムは、水源水質事

故発生に際して、汚染物質の発達時刻、濃度等を推定し、事故対応を迅速、かつ、的確

に処理するためのもので、事故現場への出動、浄水場における活性炭注入等の対応に役

立てることを目的としており、データファイルと計算プログラム群によって構成されて

いる。

・ また、監視地点と流量との関係例を図-4に示す。このシステムは、事故が発生した場合、

発生日時、場所（橋梁、樋管からの距離等）、基点における当日の流量を入力すること

で事故発生地点から取水地点までの流達時間を計算できる機能を有している。

図-3 汚染物質流下予測ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの構造

（出典 日本水道協会：水道維持管理指

針 2006）

図-4 監視地点と流量の関係
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2-2 調査方針

1) 調査の主旨

化学物質を取り扱う事業所等水源のリスク要因の把握方法、リスクに応じた管理措置や緊

急時の対応方法等について実施状況を整理し、水道への影響を最小化する方策について検討

する。

2) 調査対象

・ 利根川・荒川、淀川、相模川等を水源とする水道事業体を対象とする。

3) 調査項目

・ 流域のリスク把握状況（取扱化学物質の物質名、量、事業所等）

・ 化学物質を取り扱う事業所等の情報源（PRTR 制度により届出された事業所、特定施設

等）

・ 収集した情報の整理方法（地図、GIS、データベース等）

・ 水質事故発生時等における収集した情報の活用方法

・ 情報の更新方法

・ 流域内関係者間での情報の共有方法（河川部局や環境部局等も含む）

・ 水源のリスク把握に関する今後の予定と課題



7

3 連絡体制等整備状況調査の方針

3-1 連絡体制に関する現状

1) 利根川・荒川水系水道事業者連絡協議会における連絡体制

・ 利根川・荒川水系水道事業者連絡協議会は、利根川及び荒川の両水系から取水する水道

事業者相互間の連絡を図り、両水系の水質についての調査及び関係先への周知を図る等、

水質の保全に資することを目的として設立された。同協議会による水質事故発生時の通

報連絡は図-5のようになっている。
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図-5 利根川・荒川水系水質事故発生時の通報連絡系統図
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2) 淀川水質協議会における連絡体制

・ 淀川流域においては、関係者で構成される総合的な連絡体制として、淀川水質協議会、

淀川水質汚濁防止連絡協議会、関西水道事業研究会があり、水質事故時の連携が密接に

図られている。図-6は淀川水質協議会の緊急連絡体制網である。水質事故情報は河川管

理者である近畿地方整備局から大阪府水道部に入り、ここから各水道事業体に一斉発信

される仕組みとなっている。

琵琶湖
異常発見者

瀬田川・宇治川
異常発見者

桂川
異常発見者

木津川
異常発見者

滋賀県
環境政策課

京都府
環境管理課

京都市
環境指導課

奈良県環境政策課
三重県環境森林部
水質改善室

近畿地方整備局
琵琶湖河川事務所・淀川ダム統合管理事務所
淀川河川事務所・木津川上流河川事務所

大阪府水道部
水質管理センター
夜間 村野浄水場

大阪市水道局
水質試験所庭窪分室
夜間 柴島浄水場

淀川
異常発見者

寝屋川市
水道局

枚方市
水道局

吹田市
水道部

守口市
水道局

尼崎市
水道局

西宮市
水道局

伊丹市
水道局

阪神水道
企業団

（出典 淀川水質協議会ウェブサイト（一部改編））

図-6 淀川流域における関係者間の連絡体制の例
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3) 相模川・酒匂川水質協議会における連絡体制

・ 相模川・酒匂川水質協議会は、相模川水系及び酒匂川水系の水質に関し、水道事業者で

ある神奈川県、横浜市、川崎市及び横須賀市並びに水道用水供給事業者である神奈川県

内広域水道企業団（ 以下「県、３ 市及び企業団」という。） が、相互に連絡を図り、

相模川水系及び酒匂川水系の水質調査、関係先への要望などを行うことにより、水質の

保全並びに対策に資することを目的として設立された。同協議会による緊急連絡体制は

図-7のようになっている。

情報提供者

神奈川県企業庁
谷ヶ原浄水場 浄水課

津久井湖（城山ダム）より上流で発生した場合

横浜市水道局
川井浄水場 浄水係

川崎市上下水道局
水運用センター 神奈川県企業庁企業局

水道部浄水課 水質G
横須賀市上下水道局
水運用課 水質検査係

川崎市上下水道局
水道水質課 検査・調整担当

横浜市水道局
水質課 水質管理係

神奈川県内広域水道企業団
水質管理センター

津久井湖（城山ダム）より下流で発生した場合

情報提供者

神奈川県企業庁
寒川浄水場 浄水課
または
水道水質センター企画調査課

横浜市水道局
小雀浄水場 水質担当

神奈川県内広域水道企業団
社家取水管理事務所 管理室

川崎市上下水道局
長沢浄水場 管理室

横須賀市上下水道局
水運用課有馬浄水場 管理室

神奈川県企業庁企業局
水道部浄水課は
各種の情報収集、伝達を行う。

注

事故発生地点により、
上流・下流で情報を融通

注

企業団水運用課及び
西長沢浄水場経由

注

図-7 相模川・酒匂川水質協議会における緊急連絡体制（H24.4.1 改訂）
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3-2 調査方針

1) 調査の主旨

水質事故発生時に備えた事業体（流域協議会含む）の連絡体制整備状況について実態を把

握し、流域単位で連絡体制を整備することによる効果及び強化すべき事項を整理する。

2) 調査対象

・ 利根川・荒川、淀川、相模川等を水源とする水道事業体を対象とする。

3) 調査項目

・ 水質事故の定義（分類）

・ 水質事故に対する共通のマニュアル・訓練の有無

・ 水質事故発生時の連絡体制（緊急連絡網等）

・ 連絡の内容と手段

・ 緊急連絡体制を発動／終了する際の判断基準

・ 原因究明のための研究機関との連携体制

・ 河川部局や環境部局等、水道事業者以外との連携の内容（水質事故にかかる立入検査の

結果や緊急放流に関する情報共有など）

・ 連絡体制整備に関する今後の予定と課題
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4 連携による水源監視の実態等に関する調査

4-1 連携による水源監視の実態等に関する現状

・ 水道水源の水質監視については、水道事業者等が大規模に取水している主要水系毎に水

質監視地点を設定し、関係する水道事業者等の間で協議の上、大規模水道事業者等が中

心となって実施するよう留意することとされている。

1) 利根川・荒川水系の水道事業者における取組

・ 利根川・荒川を水源とする群馬県企業局、埼玉県企業局、北千葉広域水道企業団、千葉

県水道局、東京都水道局の 5 水道事業者は、定期水源河川水質調査及びかび臭調査につ

いて、毎月の調査地点が同一週に重複しないよう調整を行っている。また、水質検査結

果について通常時との差異を検出した場合には、情報共有や原因調査等を連携して行っ

ている。〔第 1 回検討会 資料 2-2 別紙 6：水源河川水質調査等の連携に関する申し合わ

せ〕

・ また、関東地方水質汚濁対策連絡協議会において、水質の調査および解析、緊急時情報

連絡体制の整備、資料や情報等の交換及び連絡等を行っている。

2) 相模川・酒匂川水系の水道事業者における取組

神奈川県企業庁、横浜市水道局、川崎市水道局、横須賀市上下水道局及び神奈川県内広域

水道企業団の 5 水道事業者は、相模川と酒匂川を共有水源としており、水源水質管理を協力

して行うために、「相模川・酒匂川水質協議会」を構成し、様々な活動を行っている。このう

ち水源水質の監視については、以下に示すような情報共有を行い、水源水質管理に努めてい

る。

・ 水源定期調査では、各事業体が実施する調査箇所を比較検討し、重要な地点以外は重複

を避けている。

・ 各事業体の報告様式について、利用しやすいように様式の共有化を図っている。

・ 調査項目については、効率化を目的として水源水質管理上必要な項目を定め、最低限の

項目について調査を行っている。

また、以下に掲げる情報について共有化している。

・ 水質事故情報

・ 水源定期試験結果

・ 水源の水処理障害生物情報

・ カビ臭共同調査結果

・ 水質事故情報記録

・ 水質事故時連絡先メールアドレス

〔出典 第 58 回全国水道研究発表会講演集（平成 19 年）〕
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4-2 調査方針

1) 監視体制に関する調査の主旨

水道原水の水質異常に係る監視の実態について整理し、水道への影響を最小化する効率的

な監視体制について検討するため、主要な水系で平常時に実施されている優良な事例につい

て、その概要を収集、整理する。なお、消毒副生成物については、生成能やクロラミン等に

よる代替的な監視方法、関係者との連携による効果的な監視方法について調査を行う。

2) 調査対象

・ 利根川・荒川、淀川、相模川等を水源とする水道事業体を対象とする。

3) 調査項目（優良事例の調査）

・ 水道事業体間で検査日を調整する等、監視頻度や測定項目を充実する取組の事例

・ 有害物質の流入を表す代替指標として位置付けている水質項目及び異常時の判断基準

の設定事例

・ 取水地点の上流域の河川水の検査に関する取組の事例

・ 水質監視に関する水道事業者以外の関係者（河川部局、環境部局等）との日常の監視に

おける連携の事例

・ 平常時の監視体制に関する今後の予定と課題
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〔別添〕全国の流域協議会等（別添）
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〔出典 日本水道新聞社：水道水質事典（平成 14 年）〕


